
総和庁舎　℡92-3111
古河庁舎　℡22-5111
三和庁舎　℡76-1511
健康の駅　各課直通電話番号
古河福祉の森会館　℡48-6881～3

施設の愛称
コスモスプラザ(三和地域交流センター)、
いちょうプラザ(駅西地域交流センター)、
古河はなもも体育館(中央運動公園総合体
育館)、古河公

くぼう

方公園(古河総合公園)

31   -  広報古河　2019.2  広報古河　2019.2  -   30

　平成31年度　乳がん医療機関検診募集

古河市推奨項目
対象年齢(H32.3.31現在) 検診内容

30～39歳 超音波検査

40～49歳
奇数年齢 超音波検査
偶数年齢 マンモグラフィー(2方向)

50歳以上
奇数年齢 超音波検査
偶数年齢 マンモグラフィー(1方向)

受診期間　4月～平成32年2月末
対象　市内在住で30歳以上の女性(平成2年3月
31日以前生まれの人)
費用　2,000円(70歳以上、生活保護を受けてい
る人は無料)
内容　超音波検診またはマンモグラフィー
※平成31年度から視触診はありません。
検診が受けられない人
①しこり等自覚症状がある
②妊娠中、授乳中
③豊胸術、乳房再建術を受けたことがある
問　 健康づくり課℡48-6882

■友愛記念病院・茨城西南医療センター病院・古河
赤十字病院での受診を希望する人
申込期間　2月1日㈮～20日㈬

【封書・はがき】「乳がん検診申し込み」と明記の
上、①住所②氏名③生年月日④電話番号⑤ペース
メーカーまたはチューブを入れているかの有無⑥
希望の医療機関を記入し、 健康づくり課(〒306-
0044古河市新久田271-1)へ申し込み

【電子申請】市ホームページまたはQRコードから
申し込み
※医療機関への直接申し込みはできません。
※多数抽選。抽選に外れた人にのみ3月中旬に通知
します。
■古河市医師会加入医療機関・平間病院での受診を
希望する人
該当医療機関　秋葉産婦人科病院、遠藤医院、古河
総合病院、田中医院、長島外科、平間病院(下妻市)
申込　 健康づくり課へ申し込み(随時受け付け)
※後日、受診券を送付します。
※すでに受診希望の登録をしている人(過去2年間に
受診券を利用して上記医療機関で受診している人)
には、４月上旬に受診券を送付します。

　不動産公売に参加してみませんか

売却
区分番号 見積価額 公売保証金 財産の表示(登記簿による表示)

種類 所在 地番 地目、構造 地積、床面積

30-238 284 万円 29 万円
土地 小堤字新割 1884番88 宅地 125.92㎡

建物 小堤字新割 1884番地88 木造瓦葺2階建 1階43.88㎡
2階43.06㎡

30-239 1,510 万円 151 万円 土地 雷電町 2706番1 雑種地 618㎡

　茨城租税債権管理機構では、入札による不動産公売を実施します。
日時　3月5日㈫12時50分～　場所　水戸合同庁舎２階大会議室(水戸市柵町1-3-1)
問　茨城租税債権管理機構℡029-225-1221

2月の納税など
　納期限および口座振替日は

2月28日㈭
　固定資産税・都市計画税 第4期
　国民健康保険税 第8期
　介護保険料 第8期
　後期高齢者医療保険料 第8期
　保育料 2月分
　公共下水道事業受益者負担金 第4期

※ペースメーカーやカテーテル、V-Pシャント等を入れて
いる人はマンモグラフィーは適していません。
※友愛記念病院は推奨項目での検診内容になります。

総和庁舎
窓口の延長開庁

　木曜日は 市民総合
窓口課、 子ども福祉
課の一部窓口を19時ま
で延長開庁しています。
問　 市民総合窓口課 
　　 子ども福祉課

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
会

期
日　
2
月
28
日
㈭
、
3
月
1
日
㈮

時
間　
10
時
～
16
時
50
分

場
所　
と
ね
ミ
ド
リ
館

定
員　
１
２
０
人

費
用　
テ
キ
ス
ト
代
４
６
５
０
円

申
込
・
問　

2
月
1
日
㈮
～
22
日
㈮

(

受
付
時
間
：
８
時
30
分
～
17
時)
に
受

講
申
請
書
を
提
出

古
河
消
防
署
予
防
係

℡
４
７
‐
０
１
２
０

古
河
ま
ち
な
か
歴
史
・
文
学
散
歩

　

古
河
の
ま
ち
な
か
に
点
在
す
る
作

家
・
作
品
ゆ
か
り
の
場
所
を
、
歴
史
、

文
学
双
方
に
視
点
を
当
て
な
が
ら
ま
ち

歩
き
し
ま
す
。

日
時　
３
月
16
日
㈯

９
時
15
分
～
12
時
15
分

定
員　
25
人(

先
着)

費
用　
２
０
０
円(

施
設
入
館
料
、
保

険
料)

［
当
日
納
入
］

申
込
期
間　
２
月
25
日
㈪
～
３
月
11
日

㈪(

受
付
時
間
：
10
時
～
15
時)

問　

古
河
市
観
光
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
ガ

イ
ド
協
会(

JR
古
河
駅
構
内)

℡
３
０
‐

３
４
３
４

講
演
会
「
つ
な
が
り
あ
う
命
‐
死

刑
囚
か
ら
学
ん
だ
生
き
る
尊
さ
‐
」

日
時　
2
月
9
日
㈯
13
時
～
15
時

場
所　

茨
城
県
県
南
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー(

土
浦
市
大
和
町
９
‐
１)

講
師　
田
口
ラ
ン
デ
ィ
氏(

小
説
家)

問　

(

社
福)

茨
城
い
の
ち
の
電
話
事
務

局
℡
０
２
９
‐
８
５
２
‐
８
５
０
５

２
月
は
「
相
続
登
記
は
お
済
み
で

す
か
月
間
」
で
す

　
相
続
登
記
に
関
す
る
無
料
相
談
を
県

内
各
司
法
書
士
事
務
所
で
実
施
し
ま
す
。

期
間　
２
月
1
日
㈮
～
28
日
㈭

※
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
。

申
込　
県
内
各
司
法
書
士
事
務
所
へ
申

し
込
み

問　
茨
城
司
法
書
士
会

℡
０
２
９
‐
２
２
５
‐
０
１
１
１

茨
城
県
特
定
最
低
賃
金
が
改
定

　
鉄
鋼
業
、
機
械
器
具
製
造
業
等
、
電

気
・
精
密
機
械
器
具
等
製
造
業
、
各
種

商
品
小
売
業
の
最
低
賃
金
が
平
成
30
年

12
月
31
日
か
ら
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

問　
茨
城
労
働
局
賃
金
室

℡
０
２
９
‐
２
２
４
‐
６
２
１
６

家
庭
的
保
育
事
業

起
業(

意
向)

者
向
け
セ
ミ
ナ
ー

日
時　
３
月
４
日
㈪
13
時
30
分
～

場
所　
茨
城
県
庁

内
容　
制
度
の
説
明
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
取

得
支
援
な
ど

問　
茨
城
県
子
ど
も
未
来
課
℡
０
２
９

‐
３
０
１
‐
３
２
５
２

愛
直
便
お
見
合
い
パ
ー
テ
ィ
ー

日
時　
3
月
7
日
㈭
20
時

場
所　
レ
ス
ト
ラ
ン
サ
ン
ロ
ー
ゼ(

中

央
町
３
‐
２
‐
５)

対
象　
40
歳
未
満
の
独
身
男
女　

定
員　
男
女
各
15
人　

費
用　
男
性
３
千
円
、
女
性
千
円　
　

申
込
期
限　
3
月
2
日
㈯

問　
古
河
婚
活
支
援
会(

担
当
：
大
西)

℡
０
８
０
‐
２
０
４
１
‐
１
５
１
５

kogakon@
docom

o.ne.jp

と
き
め
き
パ
ー
テ
ィ
ー
in
結
城

日
時　
2
月
24
日
㈰
13
時
～
17
時　

場
所　
結
城
市
民
情
報
セ
ン
タ
ー

(

結
城
市
国
府
町
１
‐
１
‐
１)

対
象　
25
歳
～
45
歳
の
独
身
男
女　

定
員　
男
女
各
16
人　

費
用　
男
性
３
千
円
、
女
性
千
円　
　

申
込
期
間　

2
月
4
日
㈪
～
13
日
㈬

(

受
付
時
間
：
12
時
～
19
時)

問　
い
ば
ら
き
マ
リ
ッ
ジ
サ
ポ
ー
タ
ー

県
西
地
域
活
動
協
議
会(

担
当
：
伊
藤)

℡
０
８
０
‐
５
８
９
６
‐
３
１
３
４

古
河
税
務
署
か
ら
の
ご
案
内

■
贈
与
税
の
申
告
と
納
税

　
相
続
時
精
算
課
税
や
住
宅
取
得
資
金

の
非
課
税
等
の
特
例
を
適
用
す
る
た
め

に
、
期
限
内
に
申
告
書
を
提
出
し
ま

し
ょ
う
。

申
告
期
限　
贈
与
を
受
け
た
年
の
翌
年

の
２
月
１
日
～
３
月
15
日

■
振
替
納
税
の
ご
利
用
を

　
確
定
申
告
に
よ
る
所
得
税
お
よ
び
復

興
特
別
所
得
税
の
納
付
に
は
便
利
で
安

全
な
振
替
納
税
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問　
古
河
税
務
署

℡
３
２
‐
４
１
６
１

献
血
に
ご
協
力
を

日
時　
２
月
27
日
㈬

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　
ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田
古
河
店

問　

健
康
づ
く
り
課

℡
４
８
‐
６
８
８
２

総和庁舎
窓口の延長開庁

　木曜日は 市民総合
窓口課、 子ども福祉
課の一部窓口を19時ま
で延長開庁しています。
問　 市民総合窓口課 
　　 子ども福祉課


